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福島県奨学資金《震欝特例採用〉

奨学連壁案内・
福島県教繭直な原子力災割賦馳域において被災し、 ・経済的理由により修学が困難
となった高楼生を支援するため福島県饗拳資金《蔑災持例靭騙》の奨学生を議案します

◆対象者　　※.1笹劾外の単的方も応醇できます
・保護動踊島県内に住所を有する高校生剖舞鞭生縞詩翻臥鶴崎麟舘輔讃閏的煙従

・ "勉学に憲脇撚り、学柴を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める生徒

"原子力災害被災地域において被災し・ ・下記のいずれかの誠により修学が困難で・輔的生計亭

主としで鹿町る方の醐下.約である三と。
※新鶴全凱繊収入金額から必戴設雅称矧閏閥醒瑳鵬Il沈積(目安● ;父・母・高楼生・中学生の4・大勝帯の.

粉飾嬬婆紺鼻輪輔靭甥合了8 5万円姐醐合3 3 〇万円以下)

①　轡戒区域又は計画軸醜図或内に居住していて避難した場合

②　緊急蹴鞠臨隔区域、屋内返輔弼謝出た区域等に居住していて市町村の判断により避難

した場合

:・ ◆貸与月額
●

● 自宅通学　　自宅外通学

国公立“18,〇〇〇円　23,〇〇〇円

私　立　30タ○○0円’ 35,0〇〇円

※　保護遊同居の場合は自宅週報組、

: ↓貸与期間令和3年4月…令和4年3月
●　・

: : ◆貸与方法　　　　　　　　　:

採踊決定後、餉4年1月珂こ1年分をまとめ:

て奨鞋本人の口癖こ振込み　　　　　　●

::◆利　子　無利子・　　・;

: :◆保.転入　違約輯臥1名(原則保護酌:

:ただし、卒業後の奨学生本人の年馳駆00万・

;円以下の場合は馳により、最大5年まで返還を:

:猶予することが噛ます言(卒業した学閥疎かか;●まわらず剛基準) ・　　　　　　;

e　また;卒業から5笹越後も年収30〇万円以下:

害の場合は願出により返還義務を免除します。 ∴ 〇
〇　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇〇〇〇〇〇○○の〇〇〇〇〇〇・-○○匂=9e e当月3〇〇〇

・ ◆返還(台和3年度より改正)

:’卒勤、ら6ヶ月経国後より7′」8年間で遅速

◆申込方法

願蟄こ必要書類を添付し、.在学する学校

へ申し込んでくだ丸¥。申込み手続き鱒二つ

いでま、学校へお問い合わせくだ丸¥。

◆申込締切
・学校への申込締切帥・
・学校から県教委への提出締切
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